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本市を取り巻く財政状況は、歳入においては、市税が少子・高齢化

に伴う⽣産年齢⼈⼝の減少などにより、大幅な増収が⾒込めない状況

です。

一方、歳出においては、子育て支援の充実や高齢化社会の進展など

により社会保障関連経費が増加しているほか、公共施設の⽼朽改修、

建替更新や他会計への財政支援など、財政需要を押し上げる諸要因が

山積しています。

このため、後年度の歳⼊及び歳出を予測し、収⽀を⾒積ることによ

り、持続可能で安定的な財政運営を⾏うことを目的に、財政⾒通しを

作成するものです。

はじめに

基本的な考え方

財政⾒通しは普通会計による、一般財源ベースで試算しています。

普通会計とは、他⾃治体とも⽐較できるように全国⼀律のルールに

基づいた会計区分です。本市の場合は、一般会計と特別会計宝塚市営

霊園事業費となります。

⼀般財源とは、市税や交付税、地⽅譲与税・交付⾦などのことで、

市が実施している各種の事業は、その内容により全額を一般財源で実

施しているものと、国・県⽀出⾦や使⽤料等の特定財源を事業費の⼀

部に充てて実施しているものがあり、財政⾒通しでは、必要な⼀般財

源額を明らかにし、計画的な財源対策を講じるために一般財源ベース

で試算しています。

なお、この財政⾒通しは⼀定の前提条件の下に試算したものであり、

今後の社会経済情勢や国の制度改正などの影響により変動する可能性

があります。今後も常に情勢の変化を注視しながら財政運営を⾏って

いきます。

１

２



2

31 2019 35 2023

今後５年間の⾒通し

平成 3 1年度（ 2 0 1 9年度）〜平成 3 5年度（ 2 0 2 3年度）の⾒通しは、

歳入の大幅な伸びが⾒込めない中、歳出では新ごみ処理施設建設基⾦

への積⽴や少⼦・高齢化等の影響から、扶助費や特別会計への繰出⾦

が増加傾向と⾒込まれるため、 5ヵ年で収⽀不⾜額を 3 1 . 7 億円（財政

⾒通しＳ⾏）と⾒込んでいます。なお、第 2次⾏財政運営アクション

プランの着実な取組により、 5ヵ年で効果額を 2 9 . 6 億円（財政⾒通し

T⾏）と⾒込んでおり、⾏⾰取組後の収⽀不⾜は 2 . 1 億 円（財政⾒通

しU⾏）と⾒込んでいます。

前回の平成 3 0年（ 2 0 1 8年） 1 0 月 作 成の財政⾒通しからは、平成

3 1年（ 2 0 1 9年） 1 0 月 か ら実施される幼児教育・保育の無償化に伴

い、歳入では国の財源措置として初年度である平成 3 1年度（ 2 0 1 9年

度 ） は 子 ど も ・ ⼦ 育 て ⽀ 援 臨 時 交 付 ⾦ 、 2 年 目 で あ る 平 成 3 2 年 度

（ 2 0 2 0年度）以降は地方交付税等の増を⾒込み、歳出においても、

その影響額を⾒込んでいます。また、地域間の財政⼒格差の拡⼤への

対応として平成 3 1年（ 2 0 1 9年） 1 0 月 から実施される地方法人課税

の税率改正に伴い、平成 3 2年度（ 2 0 2 0年度）から法⼈市⺠税が減と

なるものの、新設される法⼈事業税交付⾦で同額程度が交付されると

⾒込んでいます。

３
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財政⾒通し（普通会計 一般財源ベース）４

35,389 35,572 35,363 35,652 35,983 177,959

5,724 6,566 6,943 6,943 6,943 33,119

7,577 7,485 7,841 7,851 8,082 38,836

3,580 3,620 3,802 3,807 3,925 18,734

397 397 397 397 397 1,985

3,600 3,468 3,642 3,647 3,760 18,117

1,961 1,899 1,868 1,507 1,506 8,741

412 350 61 0 0 823

0 0 0 0 0 0

640 640 640 640 640 3,200

909 909 1,167 867 866 4,718

50,651 51,522 52,015 51,953 52,514 258,655

26,792 27,016 27,265 27,516 27,807 136,396

13,817 13,704 13,577 13,497 13,468 68,063

6,752 6,985 7,179 7,379 7,585 35,880

6,223 6,327 6,509 6,640 6,754 32,453

22,041 22,690 22,815 23,039 23,287 113,872

9,130 9,135 9,200 9,173 9,173 45,811

5,467 5,563 5,407 5,413 5,401 27,251

2,998 3,017 2,863 2,873 2,860 14,611

2,469 2,546 2,544 2,540 2,541 12,640

329 329 329 329 329 1,645

461 660 660 660 660 3,101

6,646 6,996 7,212 7,457 7,718 36,029

8 7 7 7 6 35

2,352 2,300 2,300 2,300 2,300 11,552

51,185 52,006 52,380 52,855 53,394 261,820

▲ 534 ▲ 484 ▲ 365 ▲ 902 ▲ 880 ▲ 3,165

450 547 628 658 675 2,958

▲ 84 63 263 ▲ 244 ▲ 205 ▲ 207

1,392 1,496 1,498 1,502 1,502 7,390
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歳⼊の⾒通しについて

A 市 税

市⺠税や固定資産税等の税⾦収⼊です。

平成 3 1年（ 2 0 1 9年） 1 0 月に実施される地⽅法⼈課税の税率改正

に伴い、平成 3 2年度（ 2 0 2 0年度）以降の法⼈市⺠税は減を⾒込んで

います。なお、平成 3 3年度（ 2 0 2 1年度）には固定資産の評価替えに

より固定資産税は減を⾒込んでいます。

B  地⽅譲与税・交付⾦

地方消費税交付⾦や社会保障財源交付⾦、⾃動⾞重量譲与税等、国

などから一定のルールに基づき交付されるものです。

社会保障財源交付⾦は平成 3 1年（ 2 0 1 9年） 1 0 月に予定されてい

る消費税増税分を⾒込んでいます。

また、法⼈市⺠税の減に伴い平成 3 2年度（ 2 0 2 0年度）から新設さ

れる法⼈事業税交付⾦の増を⾒込んでいます。

市税と同じく経済状況の影響が大きい分野です。現時点では社会保

障財源交付⾦、法⼈事業税交付⾦が増加すると⾒込んでいます。

C 地 方 交 付 税 等

普通交付税は地⽅公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地

⽅公共団体が⼀定の⾏政サービスを提供できるよう財源を保障するた

め、国税として国が代わって徴収し、税を⼀定の合理的な基準で再配

分する地方の固有財源です。

特別交付税は災害等の特別な財政需要が発生した場合に交付される

もので、臨時財政対策債は交付税の代替財源として地⽅公共団体が発

⾏する地⽅債で、元利償還⾦相当額については、後年度において地⽅

交付税の基準財政需要額に算入されるものです。

市税、地⽅譲与税・交付⾦との関連で、年度により変動があります。

平成 3 1年（ 2 0 1 9年） 1 0 月から実施される幼児教育・保育の無償

化に伴う地方負担が基準財政需要額に算入されるため、平成 3 2年度

（ 2 0 2 0年度）以降普通交付税が増加すると⾒込んでいます。

５
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D そ の 他 収 入

繰⼊⾦は基⾦取崩の額を⾒込んでます。

寄附⾦は J R A （日本中央競馬会）からの寄附⾦やふるさと納税に

よる寄附⾦を⾒込んでいます。

その他の収⼊は道路占⽤料や普通財産の貸付料収⼊、公有財産を

売払う場合の財産収⼊などを⾒込んでいます。なお、平成 3 3年度

（ 2 0 2 1年度）には、貸付⾦の償還⾦収⼊を⾒込んでいます。
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G  人 件 費

議員報酬や職員給与及び⾏政委員会の委員報酬等の支出です。

H  扶 助 費

障害福祉サービス費や子育て支援関連など社会保障経費の支出で、

対象者数が増加傾向であることから、今後も増加すると⾒込んでいま

す。

I 公 債 費

地⽅債（借⼊⾦）返済のための⽀出であり、近年は投資事業の抑制

から減少傾向となっていましたが、今後、公共施設の整備による発⾏

増加が⾒込まれることから、微増になると⾒込んでいます。

K  物 件 費

委託料や光熱⽔費等の⽀出であり、平成 3 1年度（ 2 0 1 9年度）、

平成 3 3年度（ 2 0 2 1年度）、平成 3 5年度（ 2 0 2 3年度）は選挙にか

かる経費を、平成 3 3年度（ 2 0 2 1年度）以降は新施設にかかる管理

経費分を⾒込んでいます。

L  補 助 費 等

病院事業や上下⽔道事業といった企業会計に対する補助⾦や各種団

体などに対して交付する補助⾦です。企業会計への補助⾦は基準に基

づく⽀出を⾒込んでいます。

歳出の⾒通しについて６
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M  維 持 補 修 費

公共施設等の原状回復等の軽微な維持補修のための支出で、横ばい

で⾒込んでいます。

N  積⽴⾦

基⾦に積⽴てるための支出です。市⺠福祉⾦の⾒直し相当額と、ふ

るさと納税で得た寄附⾦相当額、新ごみ処理施設建設に対応するため

の⾦額を基⾦に積⽴てることとして⾒込んでいます。

O  繰出⾦

基準に基づき、国⺠健康保険事業や介護保険事業などの特別会計へ

⽀出するものです。介護保険事業及び後期⾼齢者医療事業への繰出⾦

は、⾼齢者数が増加傾向であることから、今後も増加するものと⾒込

んでいます。

Q  実 施 計 画 財 源 （ 投 資 的 経 費 等 ）

平成 3 1年度（ 2 0 1 9年度）の数値は、⼯事等の投資的経費です。

平成 3 2年度（ 2 0 2 0年度）以降は、投資的経費を含む新規・拡充

事業の⼀般財源の上限額として⾒込んでいます。



地方債の⾒通し
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投資的経費（⼯事等）は事業費が多額となることや便益が後年度

に及ぶことから、年度間の負担の平準化や世代間の公平のために、

地⽅債を発⾏して資⾦を調達しています。

今後、新規に発⾏する地⽅債を公共施設の整備状況に合わせ、平

成 3 1年度（ 2 0 1 9年度）は発⾏⾒込額、平成 3 2〜 3 5年度（ 2 0 2 0

〜 2 0 2 3年度）は 2 0億円で⾒込んでいます。

なお、臨時財政対策債については、普通交付税算定上の財源不⾜

額の⼀定割合を⾒込んでいます。

７
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特定の目的をもった基⾦は、⼦ども施策の充実、施設や道路の維

持補修などのために活⽤してきたことから、近年残⾼が減少傾向に

ありますが、財政調整基⾦については、不測の事態に備え一定額以

上を確保することとしています。

基⾦の概要は次のとおりです。

８

●財政調整基⾦・・・ 災害時の復旧や経済事情の変動等により財源

が不⾜する場合に備えるための基⾦で、必要に

応じて取り崩すことがあります。

⾏財政運営アクションプランにおいては一定

額を維持しておく必要があることから、 4 3億円

以上の残高を維持する財政運営を目指していま

す。

●特定目的基⾦・・・ 公共施設等整備保全基⾦、⼦ども未来基⾦、

⻑寿社会福祉基⾦など様々な基⾦があり、事業

の充実を図るために活用します。
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今後の課題
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新ごみ処理施設の建設や⼟地開発公社の財政健全化といった、多額

の費用を要すると⾒込まれるもので、現時点では、具体的な事業費や

財源の積算ができない等の理由により、この財政⾒通しに反映できて

いないものがあります。

これらのことも踏まえ、健全な財政運営に取り組んでいきます。

９

10 将来を⾒据えた⾏財政運営について

今後も厳しい財政状況を⾒込んでおり、引き続き⾏財政運営アク

ションプランなど⾏財政改⾰の取組について、実施時期や効果額を

明らかにしながら、着実に進めていきます。また、毎年実施してい

る事務事業評価における継続的な事務事業⾒直しや更なる執⾏管理

の強化などにより、平成 3 5年度（ 2 0 2 3年度）までの間に生じる財

源不⾜に対応します。

また、全ての事務事業における業務量や事業に費やしている時間

などを把握し、事務の簡素化や事業の⾒直しを⾏うことで、総労働

時間の適正化や、職員の適正配置などを⾏い、働き方改革を推進し

ます。これらにより効果的、効率的で質の⾼い業務を⾏い、新たな

課題にも対応していくことで、市⺠サービスの質の向上を目指しま

す。

実施計画財源（投資的経費等）について、重点化の項目などを定

めることや公共施設マネジメントを推進することにより生み出した

財源を活⽤して公共施設の適切な維持管理を進め、健全で持続可能

な財政基盤の確⽴に向け、⾏財政改⾰の取組をさらに進めていきま

す。
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資料＿歳⼊歳出算出⽅法
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